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１．宍粟市台風第９号災害検証及び復興計画検討委員会の報告
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   ２ 地域における住民の避難行動 

    （１）避難場所および経路 
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災害時要援護者への支援の改善への提言 --------------------------------- １２７ 

  

   ４ 自動車移動者への情報伝達と誘導 

    （１）自動車移動者への情報伝達と誘導 

      （検証項目１）町内の道路状況の情報収集 ----------------------------- １３０ 

     （検証項目２）高速道路など周辺道路の交通規制に関する情報共有 

     （検証項目３）自動車移動者への情報伝達及び流入車両の誘導 ----------- １３１ 

     自動車移動者への情報伝達と誘導の改善への提言 ------------------------- １３３ 

 

（参考資料） 

  【佐用町地域防災計画及び佐用町水防計画の規定】 

１ 地域における情報伝達 

      （１）住民の避難行動 ----------------------------------------------- １３５ 

２ 地域における住民の避難行動 

      （１）避難所の設定 

      （２）避難路の整備 

      （３）避難誘導標識の整備 

３ 災害時要援護者への支援 

      （１）情報提供 ----------------------------------------------------- １３６ 

    （２）避難対策 

    （３）外国人への情報伝達等 

４ 自動車移動者への情報伝達と誘導 

      （１）被災情報及び交通情報の収集 

    （２）陸上交通の確保 ----------------------------------------------- １３７ 

    ５ 表１～表４ 

      （表１）防災行政無線の設置状況 ------------------------------------- １３８ 

      （表２）台風９号災害発生時の防災行政無線の放送内容  --------------- １３９ 
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      （表３）町災害復興計画検討委員会アンケート結果 --------------------- １４１ 

      （表４）避難所一覧  ----------------------------------------------- １４２ 

  

６ 図１～図６

      （図１）浸水想定図（佐用地区） ------------------------------------- １４４ 

      （図２）浸水想定図（平福・長谷地区） ------------------------------- １４５ 

      （図３）浸水想定図（上月地区） ------------------------------------- １４６ 

      （図４）浸水想定図（久崎・円光寺地区） ----------------------------- １４７ 

      （図５）浸水想定図（幕山地区） ------------------------------------- １４８ 

      （図６）浸水想定図（須安・力万地区） ------------------------------- １４９ 

 第４章 避難所の設置・運営 

   １ 避難所の設置・運営 

    （１）避難所の設置・開設 

      （検証項目１）指定避難所の開設 ------------------------------------- １５０ 

      （検証項目２）福祉避難所の設置 ------------------------------------- １５１ 

     （検証項目３）指定避難所への職員派遣 

     （検証項目４）避難所の設備、備品 ----------------------------------- １５２ 

    （２）避難所との情報連絡・運営 

      （検証項目１）避難所との連絡体制  

     （検証項目２）避難所への情報伝達 ----------------------------------- １５３ 

     （検証項目３）避難所の運営体制 

    （３）避難所の健康管理、衛生対策

      （検証項目１）避難所の健康管理 ------------------------------------- １５４ 

      （検証項目２）避難所の衛生対策 ------------------------------------- １５５ 

避難所の設置・運営の改善への提言 ------------------------------------- １５６ 

      

（参考資料） 

  【佐用町地域防災計画及び佐用町水防計画の規定】 

１ 避難所の設置 

      （１）避難所の開設 ------------------------------------------------- １５８ 

    （２）避難勧告・指示等の伝達経路 

    （３）避難所派遣要員 

    （４）避難所の受け入れ --------------------------------------------- １５９ 

 （５）避難所設備の整備 

２ 避難所の運営 

      （１）避難所の運営  

    （２）避難所の健康管理 

    （３）保健活動の実施 

    （４）仮設トイレの確保 

 （５）入浴、洗濯対策 ----------------------------------------------- １６０ 
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３ 表１～表７ 

    （表１）開設避難所一覧 --------------------------------------------- １６１ 

    （表２）避難所の受け入れ状況 

    （表３）健康管理、衛生対策活動状況 --------------------------------- １６２ 

    （表４）医療・助産対策 --------------------------------------------- １６３ 

    （表５）健康対策 

    （表６）し尿処理対策 ----------------------------------------------- １６４ 

    （表７）食品衛生対策 

 

 

第３編 災害救援ボランティア活動の支援体制 

 第１章 災害ボランティアの支援体制、ニーズの把握、募集、活動支援 

   １ 町と町社会福祉協議会による災害ＶＣの開設・運営、及びこれに対する応援

の体制 

    （１）災害ＶＣの拠点の確保、支部の開設 

     （検証項目１）災害ＶＣの拠点の確保、支部の開設 --------------------- １６５ 

     （検証項目２）ボランティアの募集や募集停止の経緯 ------------------- １６６ 

（検証項目３）ボランティアニーズの把握方法 ------------------------- １６７ 

    （２）災害対策本部と災害ＶＣの連携と情報共有 

     （検証項目１）災害対策本部と災害ＶＣの連携・情報共有のあり方 ------- １６８ 

     （検証項目２）災害対策本部と災害ＶＣの情報の発信 ------------------- １６９ 

    （３）災害ボランティアの安全衛生対策 

     （検証項目１）災害ボランティア活動の状況と安全衛生面の確保 

    （４）災害ＶＣの運営資金、災害ボランティア保険の取り扱い 

     （検証項目１）災害ＶＣの運営資金 ----------------------------------- １７０ 

     （検証項目２）災害ボランティア保険 --------------------------------- １７１ 

     町と町社会福祉協議会による災害ＶＣの開設・運営、 

及びこれに対する応援の体制の改善への提言 ----------------------------- １７２ 

 

 第２章 災害ＶＣの運営と福祉支援活動との関係 

   １ 災害ＶＣの運営と福祉支援活動との関係 

    （１）町社協が運営する介護サービス事業の災害時対応 

     （検証項目１）災害ＶＣの運営と介護サービスの運営体制 --------------- １７３ 

     災害ＶＣの運営と福祉支援活動との関係改善への提言 --------------------- １７４ 
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 第３章 その他の被災者支援活動等 

   １ その他の被災者支援活動等 

    （１）近隣相互の応援、専門職による応援等 

     （検証項目１）その他の地域支援活動と専門職による応援 --------------- １７５ 

     （検証項目２）専門ボランティアの活動状況 --------------------------- １７６ 

     その他の被災者支援活動等の改善への提言 ------------------------------- １７７ 

 

  （参考資料） 

  【佐用町地域防災計画、佐用町水防計画の規定】 

１ 災害ボランティア活動の支援体制

    （１）災害ボランティア活動の支援マニュアルの作成 ------------------- １７８ 

    （２）受入体制の整備 

    （３）ボランティア活動の支援拠点の整備 ----------------------------- １７９ 

 （４）災害ボランティア活動の環境整備 

２ 災害ボランティアの要請・受け入れ

  （１）災害救援専門ボランティアの派遣要請  

    （２）災害ボランティアの受け入れ ----------------------------------- １８０

 

  【佐用町災害ボランティアセンターマニュアルの規定】 

３ 佐用町災害ボランティアセンターについて

    （１）設置目的 

    （２）役割 --------------------------------------------------------- １８１ 

    ４ センターの運営について 

    （１）センターの運営方針について 

    （２）センターの統括責任者について 

    （３）運営時間について

 （４）センタースタッフについて 

（５）センター設置場所について ------------------------------------- １８２ 

    （６）センター出張所 

    （７）センター運営資金と資器材の確保 

    ５ センターの組織について 

    （１）センターの組織について --------------------------------------- １８３ 

    ６ センターの活動内容について

    （１）各班活動内容について 

    ７ 災害ボランティアの募集について  

    （１）ボランティアの募集手順について ------------------------------- １８４ 

    （２）ボランティアの区分について ----------------------------------- １８５ 

    （３）ボランティア保険について 

 （４）ボランティア活動証明書について ------------------------------- １８６ 
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    ８ センターの情報管理について 

    （１）個人情報の管理について 

    （２）情報の混乱防止について 

    ９ センターの設備・備品・資機材について 

    （１）電話回線の確保について --------------------------------------- １８７ 

    （２）車両の確保について 

    （３）備品・資器材の確保及び管理について 

    １０ センターの閉鎖について

    （１）センターのレイアウトについて 

       １１ センターの閉鎖について
    （１）閉鎖協議（例示）----------------------------------------------- １８８ 

    （２）閉鎖後の業務（例示） 

    １２ 表１～表２

  （表１）佐用町災害ボランティアセンター運営方針 --------------------- １８９ 

  （表２）佐用町災害ボランティアセンターの設置等に関する協定 --------- １９１ 

   １３ 図１～図２ 

      （図１）災害ＶＣ本部及び支部の設置場所 ----------------------------- １９２ 

（図２）ボランティア数とニーズ件数 
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第１編 災害対策本部体制、関係機関との連携 

第１章 町の防災体制 

提言１ 地域防災計画・水防計画の見直しと職員活動マニュアルの整備が必要である。  

提言２ コアメンバーによる災害対応の判断・決定体制の構築が必要である。 

提言３ 災害対策本部会議構成員に地域代表等の参画を得ることが適当である。 

提言４ 限られた人員で適切で効果的な災害対応を行うため、災害対策本部組織の見直しが必要である。 

提言５ 地域の情報を収集する住民による「災害モニター（仮称）」の設置などを検討する必要がある。 

提言６ 災害の態様ごと等、きめ細かに配備基準を定めることが望ましい。 

提言７ 平常時の勤務先や職務、業務量等を勘案した、災害時の職員配置に見直すことが必要である。 

提言８ 職員への連絡体制の徹底と適切に参集状況を把握することが必要である。 

提言９ 災害対応職員の確保と役場退職者などによる支援体制など、体制の充実が必要である。 

提言10 災害対応職員の健康管理を適切に行うことが必要である。 

 

提言11 防災・危機管理担当組織の設置が必要である。 

提言12 専任の防災担当職員の配置が必要である。 

提言13 職員に対する防災研修を積極的に行うことが必要である。 

提言14 実践的な防災訓練を実施することが必要である。 

 

提言15 庁舎の浸水対策を図ることが必要である。 

提言16 災害対策事務室の確保が必要である。 

提言17 災害に備えて防災情報機器を集中設置することが適当である。 

提言18 非常用電源の整備が必要である。  

提言19 フェニックス防災システム端末の支所への設置と機能の有効活用が必要である 

第２章 地域防災体制・活動 

 

提言20 消防団員の確保対策が必要である。 

提言21 洪水時の救助活動を行うための資機材が必要である。 

 

   提言22 地域防災力の向上のため自主防災組織の強化が必要である。 

提言23 自分の命は自分で守る自助意識・地域の安全は地域で守る共助意識の啓発が必要である。 

提言24 地域と町が災害情報を共有するための仕組みづくりに取り組む必要がある。 

第３章 防災関係機関相互の情報共有 

 

提言25 関係機関との情報共有のための体制整備が必要である。 

提言26 災害対策を行う職員及び県などの関係機関との連絡の徹底が必要である。 

 第４章 広域応援体制 

 

提言27 各関係機関への速やかな派遣要請が必要である。 

提言28 広域的な応援体制の一層の充実強化が必要である。 

提言29 支援要請に関する事務を担当する部署を明確にする必要がある。 

提言30 家屋被害認定士などの育成、確保が必要である。 

提言31 民間企業、災害関係ＮＰＯなどとの応援協定を拡充することが必要である。 
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第５章 災害対応に係る資機材 

 

提言32 防災資機材の備蓄計画を策定する必要がある。 

提言33 防災資機材の備蓄場所の分散が必要である。  

提言34 住民による被災後３日分の食料等の備蓄を周知する必要がある。 

提言35 食料や生活必需品を円滑に配布できる仕組みづくりが必要である。 

第６章 義援金、支援物資の対応 

 

提言36 義援金募集にあたっては、積極的に広報活動を行う必要がある。  

提言37 被災地のニーズに合った支援物資の調達ができるよう、十分な広報が必要である。 

提言38 物流事業者と連携した被災者ニーズに合った支援物資の調達、確保や民間ノウハウを活かした輸送体制 

の構築などに取り組むことが必要である。 

   提言39 平時から、支援物資の配布体制等を検討しておくことが必要である。 

提言40 支援物資は、必要とする個々の被災者に行き渡るよう配布することが望ましい。 

第２編 災害情報の伝達、避難の実施等

第１章 防災情報の収集と発信 

 

提言41 情報機器をより有効活用した観測情報の収集が必要である。 

提言42 気象台の予報官などとの電話連絡を密にし、より詳細な情報の収集が必要である。 

提言43 町内の各地域の情報をきめ細かく収集し、分析するための仕組みが必要である。 

提言44 避難勧告等の発令の方針を明確にし、住民の理解を得ておくことが必要である。 

提言45 対象範囲を細分化して避難勧告等を出すことが望ましい。 

提言46 避難勧告等の放送の内容を工夫する必要がある。 

提言47 避難勧告等以外にも住民の避難や防災活動等を支援するため、きめ細かな情報発信が必要である。 

提言48 自治会では、町からの情報や集落の状況に基づき、集落内放送をすることが望ましい。 

提言49 防災情報に関する住民への啓発が必要である。 

第２章 町からの避難勧告等の伝達 

 

提言50 住民などに迅速・確実に情報を伝達できるよう、既存の情報伝達機器をより有効に活用する必要がある。 

提言51 新たな情報伝達手段の導入について検討する必要がある。 

提言52 各種情報機器の操作に習熟した職員の養成が必要である。 

第３章 地域における情報伝達と避難誘導 

 

提言53 住民は、防災情報に日頃から注意する必要がある。 

提言54 戸別受信機の整備・管理及び使用方法の周知を徹底する必要がある。 

提言55 地区遠隔端末装置（集落内放送）の未設置箇所の解消を図ることが望ましい。 

提言56 自治会は、平時から集落内放送の操作に習熟する必要がある。 

提言57 地域における避難誘導体制の見直しが必要である。 

提言58 消防団及び自主防災組織において、住民の避難誘導などを行う体制を強化することが望ましい。 

提言59 水害及び災害の態様に合わせた住民の避難訓練が必要である。 

提言60 水害時の安全性を高めるためには、住民一人ひとりが、それぞれの状況に応じた安全な避難方法を判断 

できることが望ましい。 

提言61 水害時の安全な避難の考え方を、住民に周知する必要がある。 

提言62 指定避難所の安全性を災害ごとに、明示する必要がある。 

提言63 各家庭や地域では、それぞれに適した避難場所・経路について日頃から話し合っておく必要がある。 

提言64 避難場所への安全な避難のため、施設や避難経路の整備を図ることが望ましい。 

提言65 屋外避難においては、早期の行動が必要である。 
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提言66 地域による災害時要援護者マップの作成が必要である。 

提言67 災害時要援護者に関する事前の情報収集と情報共有が必要である。 

提言68 地域全体で災害時要援護者を支援する仕組みを構築する必要がある。 

提言69 災害時要援護者に対する避難準備情報等を迅速・的確に伝達する必要がある。 

提言70 災害時要援護者施設と緊急避難の支援体制の構築を図る必要がある。 

提言71 災害時要援護者の避難生活支援のため、町内の福祉施設を活用できるよう、協定を締結しておくことが 

望ましい。 

提言72 各関係機関で交通に関する情報連携を行うことが必要である。 

提言73 災害時における高速道路から危険地域への流入車両の抑制のため、関係機関による協力体制を平時から 

構築しておく必要がある。 

提言74 地域において、危険個所への車両流入を抑制できるよう、取り組みを強化することが望ましい。 

提言75 町から自動車移動者等へ防災情報を発信するため、新たな情報伝達手段の導入を検討する必要がある。 

提言76 水害時における車での移動の危険性を周知する必要がある。 

第４章 避難所の設置・運営 

 

提言77 住民の安全な避難場所を確保するため、指定避難所を迅速に開設する体制の整備が必要である。 

提言78 浸水対策や非常用通信機器など、避難所施設の整備の充実が必要である。 

提言79 避難所運営マニュアルの見直しが必要である。 

提言80 避難者の運営体制の構築が必要である。 

提言81 避難所への連絡体制を見直す必要がある。 

提言82 避難所での避難者の健康管理に配慮する必要がある。 

第３編 災害救援ボランティア活動の支援体制 

第１章 災害ボランティアの支援体制、ニーズの把握、募集、活動支援 

 

提言83 平時から行政、社協、関係機関・団体とのネットワークの強化を図る必要がある。 

提言84 災害ボランティア活動にかかる意識啓発と災害ボランティアをコーディネートできる人材の発掘、育成、 

訓練などを実施することが望ましい。 

提言85 災害ＶＣ本部(または支部)は、活動場所にアクセスしやすく、かつ安全性が確保された場所に設置する 

とともに、災害対策本部と緊密な連携がとれる環境を整備する必要がある。 

提言86 災害ボランティア活動の安全衛生環境を確保するため、保健・医療・福祉関係者などが、災害ＶＣと 

連携して活動することが望ましい。 

第２章 災害VCの運営と福祉支援活動との関係 

提言87 平時から、災害によって福祉支援を必要とする人に生じる新たな生活・福祉的課題（支援需要）への 

対応を検討しておく必要がある。 

提言88 災害時にも介護サービスの提供を維持できる体制を構築する必要がある。 

第３章 その他の被災者支援活動等 

提言89 地域内で災害ボランティア活動に取り組めるようボランティアの活動環境の整備を図る必要がある。 

提言90 専門的技能を活かした支援活動を受け入れる体制を検討しておく必要がある。 
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今後の対応策について 

 

 県の防災体制の充実 

 

１ 本庁・県民局における初動体制の充実 

    

① 防災のプロの県民局への配置 

市町へ迅速かつ適切な助言を行うなど、県民局の防災機能を

充実させるため、災害対応を行ったことがある経験者など防災

のプロを各県民局に配置する必要がある。 

 

② 災害対応の拠点となる施設のバックアップ体制の充実 

災害対応の拠点となる施設が浸水しないような配慮や浸水し

た場合の代替施設の確保など、バックアップ体制の充実が必要

である。 

 

③ 全庁的な危機管理体制のより早期の立ち上げ 

    市町等に早い段階から危機意識を持って対応してもらうた

め、客観的基準で自動的に警戒本部を設置する手法を確立する

など、全庁的な危機管理体制をより早く立ち上げ、外部に示す

必要がある。 

 

２ 二次災害・再度災害防止のための復旧・復興の推進  

 

① 二次災害防止に向けた迅速な応急復旧の実施 

被災施設の迅速な応急復旧により、二次災害を防止できたこ

とから、今後とも迅速な応急対応ができるよう、必要な資機材

の備蓄や速やかな出動体制の整備などに取り組んでいく必要が

ある。 

 

② 災害査定制度の見直し 

迅速な被災施設の復旧工事に着手するために、国が被災箇所

を個別に査定する現行の災害査定制度を見直し、地方の判断で

復旧工法を決定し実施できるシステムとすることが望ましい。  
なお、その際、国は災害復旧により地方財政を悪化させない

よう必要な措置を講じるべきである。  

Ⅰ 県の防災体制 
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③   山の適正管理や土砂・流木対策の充実 
   災害を防止するためには、河川改修に加え、土砂・流木の流

出による被害拡大を防止することが重要であり、間伐の徹底や

谷筋人工林の整備などの山の適正管理や、風倒木跡地などの荒

廃林地下流での砂防えん堤や治山ダム等の整備よる山の防災機

能の強化に重点的に取り組む必要がある。 

 

④ 中上流部の河川改修と被害軽減対策の推進 

河川改修に際しては、上下流バランスに配慮した中上流部の

段階的な改修や改修後も氾濫の恐れがある地域における輪中

堤・二線堤等の浸水被害軽減のための対応が必要である。 

 

 

 

３ 市町（水防管理団体）への情報提供の充実 

 

① 水位情報、雨量情報等を欠測させない工夫 

水害時に機器の水没や故障等により水位情報や雨量情報など

の災害対応上必要なデータの欠測が生じないよう、機器類等の

設置場所の再点検や、日頃から整備・点検を行う必要がある。 

 

② 河川監視カメラ等画像情報の充実 

市町や住民が危険情報を迅速かつ的確につかむことができ

る、監視カメラなどを用いた画像情報の提供がこれまで以上に

必要である。 

 

③ 上流域における予測情報等の市町への発信 

上流の降雨状況や水位上昇速度などを基にした予測される情

報を早め早めに市町に発信していく必要がある。 

 

④ 県・市町間のより密度の濃い人的ネットワークの構築 

危険性の度合いを危機感を持って伝え、効果的に危険情報を

受け取ってもらえるよう、県と市町間の密度の濃い人的ネット

ワークの構築が必要である。 

 

 

Ⅱ 災害危険情報の収集・提供
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⑤ 風水害を想定した訓練の継続的実施 

風水害時における県と市町、防災関係機関間の情報共有や連

携強化のため、平常時において風水害を想定した訓練の継続的

実施が必要である。 

 

４ 住民への情報提供の充実 

 

① ひょうご防災ネットの普及促進 

ひょうご防災ネットは、携帯電話のメール機能を利用して、

避難情報や気象情報などを外出中の住民や活動中の消防団員な

どに対しても迅速に配信できることから、緊急情報の発信には

非常に有効であるので、その普及を更に進める必要がある。 

 

② 様々なメディアを通じた地域の危険情報の提供 

地域住民に浸水害や土砂災害などの地域の危険情報を迅速に

きめ細かく伝えるため、ケーブルテレビや地域 FM 放送、エリア

メールなど様々なメディアを通じた危険情報の提供が必要であ

る。 

 

③ リアルタイムでの河川の画像情報の提供 

住民自らが避難の判断をする手助けとなるよう、危険情報を

迅速かつ的確に提供するため、Web カメラ等による河川状況の

映像をインターネットやケーブルテレビ等で提供する必要があ

る。 

 

④ 来訪者、自動車移動者等の被災地外住民への危険情報の提供 

地域住民だけでなく、来訪者や自動車利用者などの地域外住

民に対し、ラジオやエリアメールの活用などにより迅速かつ的

確に災害情報を提供する必要がある。 

 

⑤ 安全な避難のためのサイレンの活用強化 

水位の上昇に伴い住民に危険が迫っていることを知らせるサ

イレンを安全な避難のためにさらに有益なものにするため、警

報音を単純化し誰にでも分かるようにするなどの工夫をする必

要がある。 
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⑥ 観測情報等が提供されていない地域への危険情報の伝達 

観測情報等の提供状況を点検し、空白のところは情報の種類 

や方法を工夫して、提供する必要がある。 

 
⑦ 住民と市町が一体となった訓練の継続的実施 

  風水害時における住民への迅速・的確な危険情報の伝達のた    

め、平常時において住民と市町が一体となって風水害を想定し

た避難訓練を継続的に実施することが必要である。 

 

５ 土砂災害に関する情報提供の充実 

 

① 警戒避難体制整備のための土砂災害警戒区域の指定 

市町の警戒避難体制の整備を促進するため、土砂災害警戒区

域の指定を進める必要がある。 

 

② 市町に対する避難勧告等の判断のためのきめ細かな土砂災害

危険度情報の発信 

土砂災害警戒情報は市町単位で発表されているが、市町が緊

急時に避難勧告等を発令するためには、より時間やエリアを絞

り込んだ補足情報の発信が必要である。また、文字だけでなく、

空間情報としてのエリア図をつけて出すなどの工夫が必要であ

る。 

 

③ 住民に対するレベル分けした土砂災害危険度情報の発信 

土砂災害警戒情報はレベル化されていないため、住民は土砂

災害警戒情報発令時において、どの程度危険かということを知

ることができない。住民が危険度を理解できるようにレベル分

けした危険度情報を発信していく必要がある。 

 

 

 

６ 関係機関相互の連携強化 

 

①  気象台、県、市町間の会話型システムの構築 
防災関係機関間においては、災害時においても迅速かつ的確

な情報共有や協力を求めることが出来るよう、平素からの「顔

の見える」関係をベースとした連携が必要である。 

Ⅲ 県と国・市町・防災関係機関との連携
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    特に、気象台との関係では、気象台、県、市町間において、

情報共有と適切なアドバイス等の発信、受け取りが素早くでき

る会話型のシステム構築が必要である。 

 

②   通行規制等に関する行政と高速道路㈱との迅速な情報共有と
連携 

高速道路の通行止めに際しては、災害時において高速道路利

用者に一般道路情報を提供することなどを盛り込んだ、高速道

路(株)と県が締結した「災害時における相互協力に関する協定」

を活用し、他の道路管理者も含めた迅速かつ綿密な情報共有が

必要である。 

 

③  フェニックス防災システムの活用マニュアルの作成 
    様々な気象情報、防災情報や水位予測などの情報を提供する

フェニックス防災システムの有効活用を進めるため、市町や防

災関係機関の職員の実践的活用の習熟に役立つ活用マニュアル

を作成する必要がある。 

 

④   同じ環境やハザードを有した市町間での情報共有・連携の促
進  

市町の災害対応能力を高めるため、同じ環境やハザードなど

を有している市町をグルーピングし、グループ内での情報共有

やグループへの助言などが密接に行われる体制づくりが必要で

ある。 

 

 

 

７ 被災市町への支援体制の充実 

  

①  県の広域支援体制の充実 
大規模災害が発生した場合に、災害対応のノウハウや専門職

員の不足、庁舎の被災などにより初動・応急対策を迅速かつ的

確に実施することが困難となった被災市町に対し、災害対応の

知識や経験を有する県や市町の職員などを派遣して、被災市町 

を県レベルで支援する仕組みを構築する必要がある。 

 

② 家屋被害認定士を早期に派遣する仕組みの構築 

り災証明発行のための被害調査が迅速に行えるよう、県が育

Ⅳ 広域支援体制  
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成した家屋被害認定士などをより迅速に派遣できるしくみの構

築が必要である。 

 

③ ボランティアの需給調整システムの充実 

ボランティアが特定の市町や一部の地域に集まるなど、需給

のアンバランスが一部で生じたことから、地域の実情に応じ、

被災者ニーズとボランティア活動をマッチングさせるシステム

の充実が必要である。 

 

８ 被災住宅の再建・応急補修に関する支援の充実 

   

①  フェニックス共済の加入促進・全国への普及 
被災者の生活復興を支援するため、フェニックス共済をさら

にＰＲし、加入促進を図るとともに、全国民を対象とした制度

となるよう国等に働きかける必要がある。 

 

② 生活再建支援制度の拡充 

半壊世帯への支給対象の拡大など被災者生活再建支援制度の

拡充について、国に要望する必要がある。 

 

 

 

９ 避難勧告等の発令判断基準の策定・見直しの徹底 

 

 避難勧告や避難指示等の発令判断基準の未作成の市町に対して必

ず作成するよう指導するとともに、策定済の市町においても再点検

を行い、避難すべき区域の事前設定など、基準を充実するよう求め

ていく必要がある。 

 

１０ ハザードマップの活用による安全な避難方法の周知 

 

①  ハザードマップの充実と啓発活動の推進 
 住民の判断力や地域の防災力を高めるため、ハザードマップ

のわかりやすさや情報の充実とともに、住民に対する啓発活動

などの市町の取り組みを支援する必要がある。 

 

② 地域におけるハザードマップづくりの促進 

  自治会等において状況に応じた対応ができるように地域（集

落）ごとでのハザードマップ作りの促進に努めていく必要があ

る。また、効果を高めるため、地域のハザードマップは専門家

Ⅴ 市町が実施する避難対策に対する支援
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の力を借りて作成する必要がある。 

 

③ 適切な避難行動のあり方を指南するハザードマップの作成 

避難時において適切に行動ができるよう、家屋構造と立地場

所の流速、水深などから適切な行動のあり方を指南する機能を

有したハザードマップの作成を市町に働きかける必要がある。 

 

④ 浸水域として示されていない地域における浸水可能性の注意

喚起 

ハザードマップの利用にあたっては、浸水域として示されて

いない地域でも、降雨状況によっては浸水する可能性があるこ

とを住民に注意喚起しておくことなどを、市町に徹底する必要

がある。 

 

１１ 安全に避難するための情報提供  

  

①  避難行動がイメージできる情報伝達 
 「浸水が始まれば避難所に避難することは非常に危険なので、

自宅や近隣の２階に避難して下さい」、「土砂災害の危険性が

高いが逃げ遅れた場合は、２階で、しかも山側でない部屋に逃

げて下さい」など、具体的な避難行動がイメージできる情報伝

達を市町に求める必要がある。 

 

② 現況の危険度合いを示す情報の提供 

避難情報を待ってから避難するのでは遅いこともあるので、

「避難所に行きなさい」という避難型情報だけではなくて、現

況がどれくらい深刻なのかなど、住民が自ら適切な行動を判断

できる情報を伝えるよう市町に求める必要がある。 

 

１２ 避難所・避難路の点検の徹底 

 

①  安全な避難所・避難経路の設定・見直し 
避難所や避難経路は、災害に対して住民の安全を確保できる

ことが基本であるが、必ずしもあらゆる災害に対して好条件の

場所に確保できているとは限らないことから、市町の実施する

安全な避難所・避難経路の設定・見直しについて適切な助言等
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を行う必要がある。 

 

②  夜間における避難路の安全対策の実施 
夜間における避難もあり得ることから、照明の確保など夜間

における避難路の安全対策を実施するよう、市町に対して適切

な助言等を行う必要がある。 

 

③ 福祉避難所の確保 

一般の避難所での生活が困難な災害時要援護者に対応するた

め、要援護者に十分なケアを提供できる福祉避難所を事前に指

定しておくよう市町に求める必要がある。 

 

１３ 災害時要援護者支援体制の整備促進 

 

①  避難準備情報の発令の徹底 
災害時要援護者の避難には時間がかかることを勘案し、市町

に対し、早い段階で避難準備情報を提供するよう指導する必要

がある。 

 

② 災害時要援護者に配慮した情報伝達手段の確保 

災害時要援護者は通常の情報伝達手段では情報入手が困難な

場合があるため、確実に情報が伝わる伝達手段を事前に定めて

おくなど、災害時要援護者に配慮した情報伝達手段の確保を市

町に求めていく必要がある。 

 

１４ 孤立可能性集落での備えの充実 

 

孤立可能性のある集落を有している市町へは、孤立した場合でも

速やかな救援が得られるように、孤立可能性集落における通信手段

やヘリコプター離発着場適地の確保など、事前の備えを十分に行う

よう市町に求めていく必要がある。 
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１５ 住民一人ひとりの防災力向上を目指した支援の充実 

 

① 自助・共助意識の喚起  

災害時には、住民一人ひとりの置かれている状況が異なるこ

とから、行政に頼りきりになるのではなく、住民自らが状況を

判断して適切な行動を選択することが重要であり、「自分の命

は自分で守る」「自分たちの地域は自分たちで守る」という自

助意識・共助意識の喚起が必要である。 

   

② 住民に対する危険情報の意味や地域の災害履歴等の普及啓発 

今後の防災・減災に役立てるため、災害の経験を語り継ぐこ

とや、局地的大雨などの最近の災害の特徴、土砂災害警戒情報

や水防情報などの意味、内容について住民に理解してもらえる

よう普及啓発活動を行う必要がある。 

 

③ 住民による地域の安全・危険情報の把握のための支援 

洪水、土砂災害などによる被害範囲や避難場所などの情報を

示すハザードマップ等を通じた住民自らによる地域の安全・危

険情報の把握などの取り組みについて、専門家を派遣するなど、

県や市町は積極的に支援する必要がある。 

 

④ 住民による避難時の判断力、適切な避難行動を身につけるた

めの知識の習得 

    住民が自ら避難等について判断し適切な避難行動が出来るよ

う、地域の実情を把握するとともに、状況に応じた対応行動な

どを学ぶ必要があり、県や市町は住民のこれらの行動を積極的

に支援する必要がある。 

 

１６ 地域の防災力向上を目指した支援の充実 

 

① 地域において状況に応じた対応ができるような情報の提供 

    自治会が自主避難を呼びかけるなど、地域において状況に応

じた対応ができるように、個人や地域での判断力を高めるとと

もに、県や市町は判断に必要な情報を提供できるようにする必

Ⅵ コミュニティにおける防災力の向上に対する支援
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要がある。 

 

② 消防団の団員の確保と活動の充実強化 

  消防団は地域の安全・安心を支える要であり、団員の確保を

図るとともに、自主防災組織への指導・支援や地域コミュ二テ

ィ活動への幅広い参画など、活動の充実強化を図る必要がある。 

 

③ 地域全体で安全・安心を支えるネットワークづくり 

水害時に大きな役割を果たしている消防団や自主防災組織に

負担がかかりすぎている面もあり、これら地域防災の核となる

団体のほか、自治会、婦人会、PTA、学校、NPO や企業などとの

協議の場や交流の機会を設けて、相互理解を深めるとともに、

合同で防災訓練を実施することにより連携強化を図るなど、地

域全体で災害対応をカバーするネットワーク作りが必要である。 
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